
 

 

 

 

（一社）へいわ創造機構ひろしまの業務開始について 
  

１　業務開始 

　　11 月４日に設立した（一社）へいわ創造機構ひろしま（HOPe）について、12 月

１日から法人の業務を開始する。 
 
２　業務開始時の組織体制 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３　会長について 

　　横田美香広島県知事が会長に就任する。 

 

４　長崎県の加入について 

長崎県からの申し出により、11 月 13 日に特別会員として入会した。 

（特別会員は７団体となる。） 
 

　○　事務所の看板設置について 

一般社団法人へいわ創造機構ひろしま(HOPe)の業務開始に伴い、横田美香会長

が事務所看板を設置しますので、是非取材くださいますようお願いいたします。 

【日時：12 月１日（月） 12：40～12：55　】 

【場所：一般社団法人へいわ創造機構ひろしま事務所（県庁南館２階東側）】 

※看板設置後、囲み取材に対応します。

【理事会】 
■理事長（代表理事）　　１名 
■理事　  　　　　　　　５名 
■専務理事（兼事務総長）１名

【社員総会】 
■正会員（社員）（１４団体） 
中国経済連合会、広島商工会議所、広島経済同友会、広島県経営者協会、連合広島、国立大学法人広島

大学、広島県公立大学法人、学校法人石田学園、学校法人修道学園、学校法人広島女学院、ひろしま国

際センター、ひろしまＮＰＯセンター、ＮＧＯひろしま、広島県 
■特別会員　議決権なし(７団体) 
広島県市長会、広島県町村会、日本青年会議所中国地区広島ブロック協議会、公立大学法人広島市立大

学、国際協力機構中国センター、ユニタール広島事務所長、長崎県

■会長：１名 
■監事：２名

会長　　：理事長の諮問に応えるとともに、

総会及び理事会において意見を

述べることができる。ただし、議

決権はない。

正会員　：当法人の目的に賛同して入会 
した個人及び団体 

特別会員：当法人の目的に賛同して事業に 
協力するために入会した個人及 
び団体（正会員を除く。） 
社員総会において意見を述べる 
ことはできるが、議決権はない。

【事務局】 
■専務理事（兼事務総長）　※再掲 
■事務局員（県からの派遣及びＨＯＰｅで採用）

資　料　提　供 
令和７年 12 月１日 

課　　名：平和推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾁｰﾑ 
（一社）へいわ創造機構ひろしま 
担 当 者：山本 
内　　線：2365 
直通電話：082-513-2366


